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イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

の
お
知
ら
せ

【
高
齢
者
の
方
】

○
接
種
期
間

10
月
１
日
㈰
～
平
成
30
年
１
月
31

日
㈬

○
対
象
者

①
接
種
日
に
65
歳
以
上
の
方

②
接
種
日
に
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で

心
臓
や
腎
臓
、
呼
吸
器
に
重
い
病

気
の
あ
る
方
（
身
体
障
害
者
手
帳

ま
た
は
医
師
の
診
断
書
が
必
要
で

す
）

○
接
種
方
法

県
内
の
委
託
医
療
機
関
（
茨
城
県

医
師
会
に
所
属
）
に
予
約
し
接
種
。

※
県
外
で
接
種
す
る
場
合
、
町
と

の
委
託
契
約
医
療
機
関
で
あ
れ
ば

同
じ
公
費
負
担
額
で
助
成
さ
れ
ま

す
。
予
診
票
は
保
健
セ
ン
タ
ー
で

配
布
し
ま
す
。

※
や
む
を
得
ず
、
町
と
委
託
契
約
を

し
て
い
な
い
医
療
機
関
で
接
種
さ

れ
た
方
に
は
、
支
払
っ
た
接
種
料

金
の
う
ち
助
成
金
額
分
を
払
い
戻

し
し
ま
す
。
保
健
セ
ン
タ
ー
で
お

手
続
き
く
だ
さ
い
。

○
助
成
金
額
（
１
人
１
回
ま
で
）　

　
２
，
０
０
０
円

（
接
種
料
金
が
２
，
０
０
０
円
に

満
た
な
い
場
合
は
そ
の
金
額
）

○
医
療
機
関
へ
持
参
す
る
も
の

年
齢
確
認
で
き
る
も
の
（
健
康
保

険
証
等
）

【
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
】

○
接
種
期
間

10
月
１
日
㈰
～
平
成
30
年
１
月
31

日
㈬

○
対
象
者

本
町
に
居
住
し
、
身
体
障
害
者
手

帳
（
１・
２・
３
級
）
を
交
付
さ
れ

て
い
る
方

○
接
種
方
法

か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関
等
で
接
種

○
助
成
金
額　
　

 　
２
，
０
０
０
円

（
接
種
料
金
が
２
，
０
０
０
円
に

満
た
な
い
場
合
は
そ
の
金
額
）

○
助
成
金
申
請
方
法

次
の
も
の
を
持
参
の
う
え
、
保
健

セ
ン
タ
ー
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・
身
体
障
害
者
手
帳

・
認
印

・
医
療
機
関
が
発
行
し
た
領
収
書

  （
レ
シ
ー
ト
不
可
）

・
通
帳

○
申
請
期
間

10
月
2
日
㈪
～
平
成
30
年
２
月
28

日
㈬
（
土
日
、
祝
祭
日
を
除
く
）

※
詳
し
く
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー　

　

☎
（84）
１
９
１
０
（
直
通
）

小
児
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
の
助
成
が
始
ま
り
ま
す

　

今
年
度
か
ら
、
小
児
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
予
防
接
種
の
助
成
が
始
ま
り
ま
す
。

○
接
種
期
間

10
月
１
日
㈰
～
平
成
30
年
１
月
31

日
㈬

○
対
象
者

①
生
後
６
カ
月
か
ら
13
歳
未
満
ま
で

の
方

②
13
歳
以
上
か
ら
中
学
３
年
生
相
当

ま
で
の
方

○
助
成
金
額
及
び
接
種
回
数

予
防
接
種
1
回
に
つ
き

１
，
０
０
０
円
を
助
成
し
ま
す
。

①
生
後
６
カ
月
か
ら
13
歳
未
満
は
２
回

②
13
歳
以
上
か
ら
中
学
３
年
生
相
当

ま
で
の
方
は
１
回

○
接
種
方
法

県
内
の
委
託
医
療
機
関
（
猿
島
郡

医
師
会
・
古
河
医
師
会
に
所
属
）

に
予
約
し
、
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

※
対
象
医
療
機
関
に
つ
き
ま
し
て
は
、

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー　

　

☎
（84）
１
９
１
０
（
直
通
）

　

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
日
本
の

国
民
皆
保
険
の
基
盤
と
な
る
仕
組
み

で
す
が
、
年
齢
構
成
が
高
く
医
療
費

水
準
が
高
い
等
の
構
造
的
な
課
題
を

抱
え
て
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
平
成
30
年
度
か
ら
は
、

都
道
府
県
が
責
任
主
体
と
な
り
、
安

定
的
な
財
政
運
営
や
効
率
的
な
事
業

運
営
の
中
心
的
な
役
割
を
担
い
、
制

度
の
安
定
化
を
図
り
ま
す
。

　

窓
口
業
務
（
被
保
険
者
証
の
発
行
、

保
険
給
付
、
保
険
税
率
の
決
定
、
保

険
税
の
賦
課
・
徴
収
、
特
定
健
診
等

の
保
健
事
業
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
町
が
行
い
ま
す
。

　

今
後
の
変
更
点
に
つ
い
て
は
、
随

時
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

平
成
30
年
4
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
制
度
が

変
わ
り
ま
す
　
　
　
　
　
　
　
　

県と市町村の役割分担（表）
県の主な役割 市町村の主な役割

・財政運営の責任主体 ・国保事業費納付金を県に納付

・国民健康保険運営方針に基づ
き、事務の効率化、標準化、
広域化を推進

・被保険者証の発行

・市町村ごとの標準的な保険料
（税）率を算定し公表

・標準保険料率等を参考に保険
料（税）率を決定

・保険料（税）率の賦課・徴収

・保険給付費等交付金の市町村
への支払い

・保険給付の決定、支給


